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１０月１９日（土）は学習発表会となっています。ぜひ多くの保護者の皆さまに見

 ていただきたいと思います。

学習発表会は、あくまでも学習したことの発表です。今までの授業の中で身につけ

たことや学んできたことを発展させて発表します。「学芸会」ではありません。見て

いる方にとっては楽しむ度合いは低いかもしれませんが、これも子どもたちの授業の

 一環なのでご理解ください。

子どもたちは、本番に向けて練習に取り組んでいます。今年の特徴は、「自分たち

で考えて発表する」ものが多いように感じています。「こんなことを発表してみたい」

「できるようになったことを見てもらいたい」という思いをもって計画を進めている

学年が多いです。自分たちでグループを決めて、どんなことを発表するかを話し合っ

 ている授業をよく目にしてきました。

先生の指示で行うのではなく、子どもたちの思いが先にあってそれをサポートする

ように発表を考えています。このプロセスこそ大事です。子どもたちが主体的になっ

て考える行為自体が学習です。やらされる学習は身につきません。今年の学習発表会

 は子どもの思いをくみ取りながら見てください。

○　８：００～体育館をあけます。（上履きを持参してください） 

○　駐車場が限られています。体育館西側か鶴沼球場の駐車場を使ってください。

 帰りは一方通行で校舎裏を通って幼稚園脇を抜けて行くようになります。

 ○　ビデオ撮影場所は体育館後方です。

 ○　体育館内は飲食禁止です。

○　ビデオ撮影、写真撮影したものは肖像権の許諾を得られたもののみＳＮＳに

あげることができます。（映りこんだ方に対して個人的に許諾を取ってくださ

 い）

○　学習発表会は授業の一環です。鑑賞のマナーを守って、子どもたちの手本と

 なるようにお願いします。

 

 



先日、こんなことがありました。家族が家にいないので、１６時過ぎまで、子ども

を預かってほしいとのことでした。確かに子どもを一人で家に置くわけにはいかない

という事情は分かるのですが、学校の先生方も明日の授業の準備や研修、出張、会議

 などで個別の事情に対応はできません。

そういうときこそ、町で行っているファミリーサポートを活用してください。詳細

 は町のＨＰにあります。

 ○　保護者が疾病・冠婚葬祭などの理由のため子どもの世話ができないとき

 ○　保育園・幼稚園の開始前と終了後の子どもの世話ができないとき

 ○　仕事等で保育園・幼稚園の送迎又は放課後児童クラブまでの送迎ができないとき

 ○　保護者が仕事のため休日又は祝日に子どもの世話ができないとき

 ○　短時間・臨時的に仕事や就職活動などで子どもを預けたいとき

 に活用できるそうです。

 

１０月１日にふれあいウォー

クを行いました。児童会活動

としての縦割り班での活動で

第２弾です。６月には校内オ

リエンテーリングとしていま

したが、今回は校外へと範囲

を広げて実施しました。各商

店や事業所でクイズを出して

もらい、町の方々と交流して

きました。毎年お世話になっ

て本当に頭が下がります。今

年は会津中央乳業様と太郎庵

 様にもお世話になりました。

子どもたちにとっては学校外での学習で実感を伴う学習活動になりました。高学年

 児童もしっかりと低学年の世話をしていました。

月２回発行の学校だよりと毎週発行の学年だよりを紙媒体ではなく、配信に切り替

えてみます。試行として実施し、メリット・デメリットを探っていきたいと考えてい

ます。学校運営協議会でも話題にのぼり、多くの学校でこのような試みが進んできて

 いるのが現実です。将来的には配信が主になっていくでしょう。

 ○家庭に届かないケースはなくなる　○紙代の予算を軽減できる

 ○時間のロスなく伝えられる

 ●スマホでは見にくい　　●受信者のみしか見ることができない


